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保育所の自己評価に関する枠組み

○ 保育所については、保育所保育指針により、保育の質の向上を図るため、保育所の保育内容等について自

己評価を行い、その結果を公表する努力義務が課せられている。

◎ 保育所保育指針（平成２０年厚生労働省告示第１４１号）（抄）

第四章 保育の計画及び評価

２．保育の内容の自己評価

(2) 保育所の自己評価

ア 保育所は、保育の質の向上を図るため、保育の計画の展開や保育士等の自己評価結果を踏まえ、当該保育所の保育の内容等について自ら

評価を行い、その結果を公表するよう努めなければならない。

イ 保育所の自己評価を行うに当たっては、次の事項に留意しなければならない。

（ア） 地域の実情や保育所の実態に即して、適切に評価の観点や項目等を設定し、全職員による共通理解を持って取り組むとともに、評価の結

果を踏まえ、当該保育所の保育の内容等の改善を図ること。

（イ） 児童福祉施設最低基準第３６条の趣旨を踏まえ、保育の内容等の評価に関し、保護者及び地域住民等の意見を聴くことが望ましいこと。
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「福祉サービス第三者評価事業」の概要

１．福祉サービス第三者評価事業の趣旨・目的
○ 意義
事業者の提供するサービスの質を当事者以外の公正・中立な第三者評価機関が専門的かつ客観的な
立場から評価する事業。

○ 目的
個々の事業者が事業運営における問題点を把握し、サービスの質の向上に結びつけること。また、

福祉サービス第三者評価を受けた結果が公表されることにより、結果として利用者の適切なサービス
選択に資するための情報となること。

２．福祉サービス第三者評価事業の推進方策
○ 指針の策定

福祉サービス第三者評価事業の普及・促進を図るため「福祉サービス第三者評価事業に関する
指針」を発出。 （平成１６年５月７日）
さらにガイドラインを元に、サービス分野別のガイドラインを検討し、順次通知として発出。

○ 推進体制
【全国の推進組織】

全国社会福祉協議会が、評価事業普及協議会・評価基準等委員会を設置し、福祉サービス第三者
評価事業の推進及び都道府県推進組織に対する支援を行う。

【都道府県の推進組織】

都道府県推進組織が、第三者評価機関認証委員会･第三者評価基準等委員会を設置し、第三者評価
機関の認証、第三者評価基準の策定、第三者評価基準結果の公表等を行う。
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